
松江市危険物保安協会会則 

   第 1章 総則 

第１条 本会は、松江市危険物保安協会と称し、事務局を松江市消防本部内に置く。 

第２条 本会は、会員相互の連絡及び親睦を図るとともに、消防法に定める危険物（以下「危 

険物」という。）に関する法令の周知徹底と科学的知識の向上を図り、もって危険物の安全 

管理の万全を期し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）危険物の規制に関する法令及び運用指針等の連絡に関すること。 

 （２）危険物取扱者の養成及び取扱者の知識の向上に関すること。 

 （３）災害防止のために必要な対策の研究に関すること。 

 （４）機関誌の発行及び情報提供に関すること。 

 （５）危険物取扱功労者の表彰に関すること。 

 （６）その他本会の目的を達成するに必要な事項に関すること。 

第４条 本会は、次に揚げるものをもって組織する。 

 （１）危険物関係事業所 

 （２）危険物取扱者 

 （３）学校・病院・工場・旅館・事務所（官公庁を含む）・その他の事業場 

 （４）少量危険物の貯蔵又は取扱いを行っている者 

 （５）本会の趣旨に賛同する者 

   第２章 会員の加入及び脱退 

第５条 前条に揚げる者が本会に加入する場合は、所定の申込書に会費を添えて、会長に届 

け出るものとする。 

２ 前項の届け出があったときは、会長の承認の後、会員に登録する。 

第６条 会員が脱退するときは、その旨を会長に届け出なければならない。 

２ 前項の場合において、会費の未納があるときは、これを完納しなければならない。 

３ 脱退の場合は、既納会費の返戻はしない。 



   第３章 役員 

第７条 本会に、次の役員を置く。 

 （１）会 長   １  名 

 （２）副 会 長   ３名以内 

 （３）常任理事   １ 名 

 （４）理 事   ２５名以内 

 （５）幹 事   若 干 名 

 （６）監 事   ２  名 

第８条 理事及び監事は、総会において選出する。 

２ 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。 

第９条 常任理事は、松江市消防本部の予防課長の職にある者を充てる。 

２ 幹事は、同消防本部の危険物行政事務を担当する職にある者を充てる。 

第１０条 役員の任務は、次のとおりとする。 

 （１）会長は、本会を代表して会務を総理する。 

 （２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 （３）理事は、本会の運営にあたるとともに、会議に出席して必要事項を審議する。 

 （４）常任理事は事務を総括し、幹事は事務を処理する。 

 （５）監事は、会務状況及び会計を監査する。 

第１１条 役員の任期は、２年（常任理事及び幹事を除く。）とする。ただし、再任を妨げ 

ない。 

２ 補充により選出された役員の任期は、他の役員の残任期間と同様とする。 

第１２条 役員を辞任するときは、会長に届け出なければならない。ただし、会長の場合は、 

副会長に届け出るものとする。 

第１３条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、役員会の推薦により会長が委嘱する。 

３ 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて会議に出席し意見を述べることができる。 



   第４章 会議 

第１４条 会議は、総会及び役員会とする。 

２ 会議は、会長が召集し議長となる。 

第１５条 総会は、毎年１回開催し、次の事項を審議決定する。 

 （１）会則の改廃に関すること。 

 （２）理事及び監事の選解任に関すること。 

 （３）予算及び決算に関すること。 

 （４）事業計画に関すること。 

 （５）その他本会の運営に必要な事項に関すること。 

第１６条 役員会は、必要に応じて随時開催し、次の事項を審議する。 

 （１）総会に提出する議案に関すること。 

 （２）総会の議決を必要とするもので、緊急を要する事項に関すること。 

 （３）総会で委託された事項に関すること。 

 （４）その他本会の運営に関すること。 

第１７条 会長が会議の召集を行うときは、総会にあっては開会の７日前までに、役員会に 

あっては３日前までに、会議の目的、日時、場所及び議案の大要をそれぞれ会員及び役員 

に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。 

２ 会議を欠席する者は、開会前日までに委任状を会長に届け出なければならない。 

第１８条 会議は、会員の過半数以上の出席をもって成立する。この場合、委任は出席とみ 

なす。 

２ 会議の議決は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは議長が決する。 

３ 前条の委任は、議決権の行使の権限を議長に委任したものとする。 

   第５章 委員会 

第１９条 本会の目的達成と会務の推進を図るため、事業推進委員会（以下「委員会」とい 

う。）を置くことができる。 

第２０条 委員会は、総務委員会及び事業委員会の２種類とし、それぞれ委員長１名、副委 



員長３名以内、委員若干名で組織する。 

２ 委員会の委員は会長が選び、委員長及び副委員長は委員の互選により選出し、会長の承 

認を得る。 

３ 委員の任期は、役員の任期と同様とする。 

第２１条 委員長は、必要に応じ随時、委員会の召集を行い、座長となる。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 委員長は、それぞれ所管の事業推進のため、計画の検討を行い、その結果を会長に報告 

しなければならない。 

   第６章 会計 

第２２条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

第２３条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 

第２４条 会費は年額 3,000円を１口とし、２口以上の額を納入する。 

２ 前項の会費は、毎年度７月末日までに納入する。 

第２５条 会長は、毎会計年度の終わりに次の書類を調整し、役員会に図り総会に提出しな 

ければならない。 

 （１）事 業 報 告 書 

 （２）決 算 書 

 （３）新年度事業計画 

 （４）新年度予算書 

   第７章 雑則 

第２６条 本会に、次の薄冊を備えておかなければならない。 

 （１）会 員 名 簿 

 （２）会 費 受 入 簿 

 （３）予 算 整 理 簿 

 （４）金 銭 出 納 簿 

 （５）備 品 台 帳 



 （６）会 議 録 

   附 則 

 この会則は、昭和２８年１１月２０日から施行する。 

   附 則 

 この会則の改正規定は、昭和４７年５月１１日から施行する。ただし、第２４条第１項の

規定は、昭和４８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この会則の改正規定は、昭和５７年５月２１日から施行する。ただし、第２３条の改正規 

定（会費の額の改正）は、昭和５７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この会則の改正規定は、昭和６１年７月２９日から施行する。 

   附 則 

 この会則の改正規定（会費の額の改正）は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この会則の改正規定（役員の定数等の改正）は、平成６年７月５日から施行する。 

   附 則 

 この会則の改正規定（消防本部の名称改正）は、平成９年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この会則の改正規定（消防局の名称改正）は、平成１１年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この会則の改正規定（合併に伴う消防本部の名称改正等）は、平成１７年３月３１日から

施行する。 

   附 則 

 この会則の改正規定（松江市と東出雲町の合併に伴う名称改正）は、平成２３年８月１日

から施行する。 


